
（別紙２） 
 

調査の実施系統図【公立学校】 
 

公立学校において実施する場合、本調査は、次のような系統で行う。 
 
 

実施マニュアルの送付、 
調査票等関係資料の送付、 
調査結果の提供、報告書の送付 

児童生徒 

学 校 

実施マニュアルの送付、 
調査票等関係資料の参考送付、 
調査結果の提供、報告書の送付 

設置管理者 

（都道府県教育委員会、 
市町村教育委員会） 

実施要領、実施マニュアルの送付、 
調査票等関係資料の参考送付 
調査結果の提供、報告書の送付 

 

都道府県 

 

教育委員会 

文部科学省が委

託した民間機関 
 
・ 調 査 票 の 配

送・回収、調

査 結 果 の 集

計、教育委員

会及び学校へ

の提供作業 

 
 

文部科学省 

調査票の回収 




